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衆
議
院
議
員
秋
葉
賢
也
君
提
出
防
災
集
団
移
転
促
進
事
業
に
よ
る
宅
地
買
取
り
の
た
め
の
抵
当
権
の
抹
消
に
関
す
る
質

問
に
対
す
る
答
弁
書

一
及
び
二
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
抵
当
権
の
抹
消
」
に
関
し
て
は
、
集
団
移
転
促
進
事
業
（
防
災
の
た
め
の
集
団
移
転
促
進
事
業
に
係
る
国
の

財
政
上
の
特
別
措
置
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
百
三
十
二
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
二
項

に
規
定
す
る
集
団
移
転
促
進
事
業
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
円
滑
に
進
め
ら
れ
る
よ
う
、
独
立
行
政
法
人
住
宅
金
融
支
援

機
構
に
お
い
て
は
、
一
定
の
要
件
の
下
、
住
宅
ロ
ー
ン
が
完
済
さ
れ
た
か
否
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
債
務
者
が
移
転
促
進
区
域

（
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
移
転
促
進
区
域
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
内
に
所
有
す
る
宅
地
等
に
設
定
さ
れ
て
い
る
抵
当
権

の
抹
消
に
応
じ
る
こ
と
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
金
融
機
関
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
も
債
務
者
が
所
有
す
る
宅
地
等
を
売
却

し
、
そ
の
代
金
を
住
宅
ロ
ー
ン
の
返
済
に
充
て
る
場
合
に
は
、
基
本
的
に
は
、
住
宅
ロ
ー
ン
が
完
済
さ
れ
た
か
否
か
に
か
か

わ
ら
ず
、
当
該
宅
地
等
に
設
定
さ
れ
て
い
る
抵
当
権
の
抹
消
に
応
じ
て
お
り
、
債
務
者
が
移
転
促
進
区
域
内
に
所
有
す
る
宅

地
等
に
設
定
さ
れ
て
い
る
抵
当
権
の
取
扱
い
に
つ
い
て
も
、
実
態
に
応
じ
た
柔
軟
な
対
応
が
な
さ
れ
る
も
の
と
承
知
し
て
い

る
。

一



な
お
、
移
転
促
進
区
域
内
の
住
民
が
、
移
転
促
進
区
域
内
の
土
地
を
売
却
し
な
く
て
も
、
集
団
移
転
促
進
事
業
に
よ
り
整

備
さ
れ
た
住
宅
団
地
（
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
住
宅
団
地
を
い
う
。
）
等
へ
移
転
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。

二


